
 

商工会館建設特別委員会次第 

 

 

 

日時：令和７年 10月 27日（月）午後１時 30分～ 

場所：日田商工会館 ４階 議員サロン 

 

 

 

◆ 開    会 

 

 

◆ 委員長あいさつ 

 

 

◆ 議    事 

 

１．商工会館建設に向けた対応について            資料➀ 

 

・建築設計の検討 

 

・建設資金の検討 

  

  ２．テナントに対する意向調査について 

 

３．今後の商工会館建設特別委員会のスケジュール（案）    資料➁ 

 

 

◆   閉    会 

 

 

 



資料①



公開型プロポーザル方式 フロー 
 

プロポーザルの準備  ・ 当該プロジェクトの設計業務内容を勘案して、設計者に備えておいて

ほしい資格、経験、年数、設計実績等の公募条件を検討する。公示に

必要な参加表明書及び技術提案書等の作成要領の検討と並行して、技

術提案書の審査委員会のメンバー及び審査基準等を検討する。技術提

案書の内容は具体的な実施方針、設計体制、担当者の設計実績、設計

上の検討課題。 

 

手続き開始の公示   ・設計業務の委託を広く公募するために、業務内容や参加者の資格等の

公募条件を発注者のＨＰや広報誌等に公示する。公示する内容は、設

計委託業務内容、参加者資格、参加表明書、技術提案書の書式と作成

要領、審査委員会メンバー、審査基準等である。 

参加表明書の受領 

 

技術提案書提出者の選定・参加表明した者の提出書類により第１次審査をして、次のステップで

ある技術提案書の提出を要請する者を選定する。 

 設計事務所の設計実績、技術者数等により組織全体の技術力を評価、

配置予定技術者の技術力を資格、経験年数、設計実績により評価。総

合的に評価し、上位５者程度を選定して技術提案書の提出を要請、 

 

技術提案書の受領 

 

ヒアリングの実施   ・第二次審査として、審査委員が技術提案書を提出した者をヒアリング

し、設計者としての取組意欲、技術力、創造性等を把握する。技術提

案書の補足説明や審査委員との質疑応答を通じて、課題に対する提案

の的確定、実現性を評価する。（公開プレゼン実施） 

 

技術提案書の特定   ・ヒアリングを踏まえ、審査基準に沿って設計体制、担当者の能力課題

に対する提案等を総合的に評価し、最優秀者を特定する。審査基準に

おいて、評価項目、評価方法、ウエイト付、集計方法等を明記。審査

会メンバーで議論した上で、審査員各自が採点し、集計して全体をと

りまとめる。 

 

契約の締結      ・最優秀に特定された者を随意契約の交渉相手とする。設計業務委託料

の額は交渉相手から見積りを取り、予算内に納まれば契約を結ぶ。 

 予算範囲内で決まらない場合は、２番手を交渉相手とする。 

 

※「技術提案書」は設計業務における具体的な取組方法、実施体制について提案を求めるものであり、

当該業務の具体的な内容及び成果品の一部の作成や提出を求めるものではない。具体的な設計作業は、

契約後に技術提案資料に記載された取組方針を反映しつつ「発注者から提示する資料」等を踏まえて発

注者と協議の上進めるものとする。  

一次審査 

4 月初め 

平成３０年 

１月～3 月末 

5 月初め 

5 月 10 日 

5 月末 

6 月初め 

二次審査 

6 月末 

6 月中旬 

資料②


